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～ みなさんの見守りの目が頼りです！～

海の事故ゼロキャンペーン（期間：７月１６日～３１日）

今月、数名の児童だけで開設されていない海水浴場に遊泳に

行き、そのうち１名が溺れ別の家族に発見、救助後、病院へ

搬送されましたが、残念ながら死亡が確認されました。

〈皆さんへのお願い〉その１

児童や若年層だけで開設されていない海水浴場や遊泳禁止と

なっている場所で遊泳中、万一事故が発生した場合は、発見

や通報が遅れ救助活動が遅延します。

若年層のみで遊泳へ行かないよう注意しましょう。

また、家族連れの場合はお子さんから目を離さないで下さい。

〈皆さんへのお願い〉その2

開設されていない海水浴場や遊泳禁止となっている場所を自治

体等が提供する最新情報から確認しましょう。

遊泳は開設され安全に管理された海水浴場でお楽しみください。



今回の「令和2年７月豪雨災害」は各地に甚大な被害をもたら

しました。被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。

現在、海上では係留船舶の水没や沈没寸前の漂流船舶、木材や

ごみなどの漂流物・漂着物が多く発見されています。

連日これらの回収作業が続けられていますが、海中には見えな

い浮遊物も存在している可能性もありますので、航行する際は、

発航前点検の実施と見張りを行い、十分に気をつけてください。

※海の安全情報の緊急情報配信サービスに登録すると「灯台で観測したリアルタイ
ムな気象情報」「竜巻目撃情報・突風に関する緊急情報」「航行に支障をきたす流
木などの漂流物情報」などの情報を入手することが出来ます.（登録は無料できます。
なお、データ通信料は発生します。）

今般の について


